
ＣＯ ₂排出量を
見える化しませんか？

中⼩事業者向け補助⾦のご案内

兵庫県は脱炭素経営を始める県内中⼩事業者
の皆さんを⽀援させていただきます！

現在、気候変動対策が重要課題となりつつあり、脱炭素経営に取組む企業が

増加しています。中⼩企業の皆様が脱炭素経営に取組む第⼀歩として、まず

は、⾃社のCO ₂排出量を⾒える化しませんか？

申請⽅法 （公財）ひょうご環境創造協会HPから「GHG」で検索

「令和７年度GHG排出量算定サービス導⼊補助⾦制度」

のページから様式をダウンロードし、記⼊の上、郵送で

提出。

対象者
兵庫県内の中⼩規模事業者
※兵庫県内において、前年度エネルギー使⽤量が原油換

算で1,500kL未満の事業所のみを設置し、または管理す

る事業者

補助対象 温室効果ガス排出量の把握・削減に資するシステム
※サプライチェーン排出量（スコープ３を含む）を算定でき

るプランが対象

補助⾦額 システム⽉額使⽤料の１∕２（上限１万円）
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申込期間：令和７年４⽉１⽇〜１２⽉１９⽇（必着）

募集開始
令和７年

4⽉1⽇〜




